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令 和 8 年 5 月 25 日 

 
（市営）上下水道料金の減免について 

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、市営上下水道料金の減
免を実施します（手続き不要）。 

 
１ 水道料金の減免 

（１）対象（約５７，０００世帯） 

市営水道利用者で、水道メーターの口径が「１３・２０・２５mm」の世帯 

※市営水道＝JR 総武線より北側 ／ 県営水道＝JR 総武線より南側 

（２）減免額 基本料金の半額 

基本料金（１か月あたり・税込み） 

メーター口径 通常基本料金 半額減免 減免後基本料金 
１３ｍｍ ７１５円 ▶ ▶ ▶ ３５７円 
２０ｍｍ １，３７５円 ▶ ▶ ▶ ６８７円 
２５ｍｍ ２，３３２円 ▶ ▶ ▶ １，１６６円 

≪参考≫県営水道＝水道料金の２０％の減免 

 
２ 下水道料金の減免 

（１）対象（約８５，０００世帯） 

全ての利用世帯（一部を除く） 

（２）減免額 基本料金の全額 

基本料金（１か月あたり・税込み） 

通常基本料金 全額減免 減免後基本料金 
１，０３２円 ▶ ▶ ▶ ０円 

 
３ 実施期間 

上下水道ともに令和８年７月検針分から１２月検針分まで（６か月間） 

・７月～１０月までの４か月分 ⇒ 「令和８年度当初予算」で計上済み 

・１１月～１２月までの２か月分 ⇒ 「令和８年度習志野市議会 第２回定例会」に 
     補正予算として提案予定 

 
４ 一般家庭への影響額 

⇒ ６か月で 約１万円 の減免 

６か月分の減免総額 
メーター口径 水道 下水道 合計 

１３ｍｍ ２，１４８円 

６，１９２円 

８，３４０円 

２０ｍｍ ４，１２８円 １０，３２０円 

２５ｍｍ ６，９９６円 １３，１８８円  
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